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生駒市テレワーク＆インキュベーションセンター指定管理者募集要項 

 

１ 指定管理者募集の趣旨 

生駒市テレワーク＆インキュベーションセンター（以下「施設」という。）の指定管理期間が令和７年３

月３１日に終了することから、地方自治法第２４４条の２第３項及び生駒市テレワーク＆インキュベーシ

ョンセンター条例（以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、次のとおり指定管理者を募集します。 

 

２ 施設の概要等 

(1)施設の設置目的及び特徴 

本施設は、条例の定めるところにより、テレワークの普及を通じて多様な働き方の促進を図るとと

もに、事業者や創業者、多様な働き方を行っている者など様々な市民が交流する場を提供することに

より、施設に集う人々の新たな価値創造を支援します。また、オフィスルーム入居者への支援や市の実

施する起業支援施策と協働し、起業家が集うコミュニティの形成を支援します。 

 

(2)施設管理の基本方針 

施設を管理運営するに当たっての基本的な考え方は、（資料）「生駒市テレワーク＆インキュベーショ

ンセンター指定管理者業務仕様書」（以下、「仕様書」という。）の２に掲げるとおりです。なお、設置目的

を踏まえ、施設運営に当たっては行政の代行としての基本姿勢に立ち適正な管理運営に努め、市民の

信頼に応えなければなりません。 

 

(3)施設の概要 

 

名称 生駒市テレワーク＆インキュベーションセンター谷田町 

所在地 生駒市谷田町１６１５番地 アコールいこま もやい館 ３

階、４階 

設置年月日 平成２９年３月 

構造、規模等 「別添図１ 施設等の所在」で示すアコールいこま もやい

館の３階、４階のうち、「別添図２ 施設の範囲」で示す共用

部分を除いた範囲及び専用駐車場をいいます。（ただし、

使用者の公平性に配慮し、専用駐車場についてはチャレン

ジスペース及び施設利用者の駐輪場としての利用に限り

ます） 

   

名称 生駒市テレワーク＆インキュベーションセンター元町 

所在地 奈良県生駒市元町１丁目６番１２号 生駒セイセイビル １階 

設置年月日 令和８年４月予定 

構造、規模等 「別添図１ 施設等の所在」で示す生駒セイセイビル１階のう

ち、「別添図３ 施設の範囲」で示す共用部分及び生駒市コ
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ミュニティセンター受付部分を除いた範囲をいいます。 

なお、「別添図４ 施設内の配置」に示す配置を予定してお

りますが、変更になる可能性があります。 

 

３ 指定期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（５年間） 

ただし、生駒市テレワーク＆インキュベーションセンター元町の運営開始は令和８年４月を予定して

います。 

なお、仕様書の６に掲げるとおり、成果目標を設定し、目標達成に向けた効果的・効率的な運営を行

うよう努めてください。 

 

4 指定管理者の業務の範囲 

指定管理者が行う業務（以下「指定管理業務」という。）についての基本的な内容は、次に掲げるとお

りとします。詳細は、仕様書の５に掲げるとおりとします。 

（1） 施設の運営に関する業務 

（2） 施設の貸館に関する業務 

（3） 施設の使用許可に関する業務 

（4） 入館の制限に関する業務 

（5） 利用料金の収受等に関する業務 

（6） 利用料金の減免・還付に関する業務 

（7） 運営事務に関する業務 

（8） 施設の総合案内等に関する業務 

（9） 防犯・防火対策に関する業務 

（10） 利用者への指導及び事故防止に関する業務 

（11） 緊急対応体制の確立に関する業務 

（12） 賠償責任に関する業務 

（13） 施設及び附属設備の維持管理に関する業務 

（14） 施設の設置目的を達成するための事業に関する業務 

（15） 運営の計画、管理等に関する業務 

（16） 備品の管理、取り扱いに関する業務 

（17） その他生駒市が必要と認める業務 

 

5 管理の基準 

 管理の基準についての基本的な内容は、次に掲げるとおりとします。（１）から（８）についての詳細は、

仕様書の４に掲げるとおりとします。 

（１） 休館日及び使用時間等 

（２） 関係法令等の遵守 

（３） 事業実施に係る標準的な条件 

（４） 業務の一括再委託の禁止 

（５） 情報公開 
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（６） 個人情報の保護 

（７） 個人情報の安全管理措置 

（８） 環境への配慮 

（９） 障がい者の雇用拡大等への協力 

 

6 関係機関等の連携 

施設等の安全点検、消防・防災関連事業、イベントの開催、監査・検査など、市が実施し、又は要請す

る事業等について、市の求めるところに従い、必要な協力を行うことが必要です。 

 

7 自主事業について 

本要項５に掲げる指定管理業務に支障が生じない範囲で、施設において、応募者の責任と費用負担

において自主事業を実施することができます。詳細は、仕様書の７に掲げるとおりとします。 

 

8 経理に関する事項 

（１） 基本方針 

施設の管理運営に当たっては、地方自治法第２４４条の２第８項及び条例第１１条に基づく「利用料

金制度」を採用するため、施設の利用に係る料金は指定管理者の収入とします。 

 

（２） 利用料金 

利用料金は、条例で定める額を上限として、指定管理者が市の承認を得て定めることができます。 

（減免・還付） 

指定管理者は、条例第１３条の規定により利用料金を減額し、若しくは免除し、又は第１４条の規定に

より利用料金を還付することができます。減免は、条例、規則に定めるところにより行うこととします。 

なお、収支計画書における利用料金収入の見積りに当たっては、過去の実績を参考に、提案内容を

考慮して、確実に収支計画に反映するようにしてください。 

 

（３） 収支及び実績状況 

過去３年間における収支については、資料１「生駒市テレワークインキュベーションセンターの収支状

況」、また、過去３年間における利用実績については、資料２「生駒市テレワークインキュベーションセン

ターの利用実績」のとおりです。 

 

（４） 指定管理料 

指定管理者は、市が支払う指定管理料、自主事業の収入、利用者が支払う利用料金、をもって、本施

設の管理運営を行います。また、各年度において、市が指定管理者に支払う指定管理料は、各会計年

度の予算の範囲内において別途締結する年度協定に基づき支払います。なお、指定管理料の額は、申

請の際に提出のあった収支計画書において示された金額を基本として、市と指定管理者との間で協

議の上、決定します。 

指定管理者は、自主事業に係る経費と、その他の業務に係る経費を区分して整理してください。 

【指定管理料として含まれる経費】 

ア 人件費（臨時職員を含む。） 
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イ 維持管理費（消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、通信運搬費、保険料、外部委託費等） 

ウ 一般管理費等（法人等を継続的に維持運営するのに必要な費用で、一般管理費（営業費を含む）及

び営業利益） 

※指定管理料の算出方法は、管理運営に要する経費（上記指定管理料として含まれる経費）から、利

用料金収入見込額を差し引いた額を基本として提案してください。 

 

（５） 収入が支出を上回った場合の配分方法の提案 

毎年度の会計処理において、利用料金収入と指定管理料の合計が管理運営に要する経費を上回っ

た場合、市と指定管理者でどのように配分するかを提案してください。 

なお、この項目における収入には自主事業による収入は含みません。 

 

【イメージ図】 

収 入 

 

支 出 

 

※収入が上回った分（★部分）を、市と指定管理者でどのように配分するかを提案してください。 

 

（６） 指定管理者が負担する経費 

次に掲げる経費については、指定管理者で負担してください。指定管理料には含まないものとしま

す。 

① 自主事業に係る経費（施設改修等の費用を含む） 

② 賠償責任保険（自主事業に係る賠償責任保険） 

③ 傷害保険（自主事業に係る傷害保険） 

④ 指定管理者で購入する備品 

⑤ 自主事業で行った施設改修等の原状回復に係る経費 

⑥ 指定管理者の応募に係る費用 

 

（７） 指定管理料の上限額 

指定管理料は、応募者からの提案によるものとします。ただし、上限額（消費税及び地方消費税を含

む。なお、税率は１０％とする。）については、次の表のとおりとします。なお、各年度の上限額は厳守し

てください。 

また、指定期間中に消費税率の改定があった場合は、税率改定分の指定管理料の変更を行います。 

 令和 7年度 令和 8年度～令和 1１年度の各年度 合計額（5年間） 

上限額 ４２７，０００円 ７，２５０，０００円 ２９，４２７，０００円 

 

（８） 自主事業による収入 

本要項に示す条件のもと、指定管理者は自らの企画による自主事業を実施することにより収入を得

られます。 

 

利用料金収入 

管理運営に要する経費 

指定管理料 
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（９） 指定管理料の支払い 

会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに指定管理料を決定し、原則年２回以上に分け、協

定書に定める方法により支払います。 

 

（１０） 指定管理料の精算 

管理運営経費（支出）の変動（過不足）があった場合でも、原則として会計年度終了時の精算は行い

ません。ただし、収入が支出を上回った場合の配分方法については、本要項 9(５)に沿って提案してく

ださい。 

 

（１１） 経理の区分 

指定管理料の対象となる業務、自主事業としての業務及びその他の法人等の業務に係る経理は、そ

れぞれ明確に区分して整理してください。 

 

9 応募に関する事項 

（１） 応募資格 

施設の管理運営を行う能力を有する法人その他の団体で、次の要件を満たすものであること。（個

人での応募はできません｡) 

① 本市の入札参加停止措置を受けていないこと。 

② 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4の規定に該当しないこと。 

③ 国税及び地方税を滞納していないこと。 

④ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更正手続開始の申立て、民事再生法（平成 11

年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成 16年法律第75号）に基

づく破産手続開始の申立てが行われていないこと。 

⑤ 次に該当する法人等でないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。） 

ウ 暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の

統制下にある法人その他の団体 

エ アからウまでに掲げるもの（以下「暴力団等」という。）の利益となる活動（暴力団等と取引を

し、暴力団等に対し資金を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団等の維持運営に

協力し、又は関与することをいう。）を行う法人その他の団体 

オ 役員等（法人にあっては役員及び経営に事実上参加している者、法人以外の団体にあっては

代表者及び経営に事実上参加している者をいう。以下同じ。）が、暴力団等の利益となる活

動を行う法人その他の団体 

カ 役員等が暴力団等と社会的に不適切な交友関係（相手方が暴力団等であることを知りなが

ら、会食、遊技、旅行、スポーツ等を共にするような関係をいう。）を継続的に有している法人

その他の団体 

⑥ 生駒市政治倫理条例（平成 20年 6月条例第 25号）第 16条に規定する法人等でないこと。 
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上記⑤の資格要件確認のため、提案時に「暴力団等の介入の排除に関する合意書」により生駒警察

署へ欠格事由に該当するか否かを照会します。 

 

（２） グループによる応募 

複数の法人等がグループを構成する場合は、代表となる法人等を決定し、応募してください。なお、

グループの構成員となった場合には、別に単独で応募することはできません。また、他の複数のグル

ープの構成員となることもできません。 

 

（３） 募集要項等の配布 

①配布場所 ・生駒市役所 商工観光課（２階２６番窓口） 

・生駒市のホームページからダウンロード 

（HPアドレス https://www.city.ikoma.lg.jp/0000036761.html） 

②配布期間 令和 7年 1月 15日(水)～令和 7年 2月 10日(月) 

（窓口配布は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分～午後５時、令和７年

２月 10日は午前８時３０分～午前１０時） 

 

（４） 現地説明会の開催 

① 開催日時 令和7年 1月21日(火) 午後（時間の詳細については令和７年１月２０日(月)にお伝

えします。） 

② 開催場所 生駒市テレワーク＆インキュベーションセンター セミナールーム 

（生駒市谷田町 1615番地 アコールいこまもやい館 3階） 

当日は、上記会場まで直接お越しください｡なお、自動車利用の場合は、周辺の有料駐車場をご

利用ください。 

③ 参加申込 現地説明会参加申込書（様式第７号）に必要事項を記入の上、令和７年１月１７日(金)

午後５時までに、持参、ＦＡＸ又は電子メールで生駒市商工観光課（担当:河端）に提出してくださ

い。 

［ＦＡＸ］0743-74-9100（生駒市商工観光課宛） 

［電子メール］ ikokei@city.ikoma.lg.jp 

④ 参加人数 法人等及びグループ各々２名以内。 

⑤ その他  

・当日は、本要項及び仕様書を持参してください。（説明会当日の配布はありません｡) 

・当日は、現地見学を予定していますが、一般利用者の利用に支障がない範囲での実施と 

なります。 

 

（５） 募集に関する質問の受付 

募集内容に関する質問がある場合は、以下のとおり受け付けます。 

① 受付期間 令和７年１月１５日(水)～令和７月１月２３日(木)正午まで 

② 提出方法 質問書（様式第８号）に記入の上、持参、ＦＡＸ又は電子メールで生駒市商工観光課に提

出してください。 

（持参の場合は、最終日を除き土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分～午後５時１５分の

mailto:ikokei@city.ikoma.lg.jp
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み受け付けます。最終日は正午まで） 

［ＦＡＸ］0743-74-9100（生駒市商工観光課宛） 

［電子メール］ ikokei@city.ikoma.lg.jp 

③ 回答 現地説明会でいただいた質問も含め、令和７年１月２９日（水）中に回答を生駒市のホーム

ページに掲載します。 

（HPアドレス https://www.city.ikoma.lg.jp/0000036761.html） 

 

（６） 応募書類 

応募時には、次の書類を提出してください。なお、グループ応募の場合は、⑤、⑥、⑦の書類は構成

員となる全ての法人等のものを提出してください。なお、以下②③の提出書類については、提出者及

び提出者が属するグループの社名・団体名、社章・団体章、ロゴ、社名や団体名が特定できる人名や地

域等の情報は記入しないでください。 

提出部数は、正本 1部、副本９部とします。 

① 指定管理者指定申請書（様式第１号） 

② 事業計画書（様式第２号）※項目の内容を満たしていれば書式は問わない。 

③ 提案書（任意様式）※別紙１「提案書及び収支計画書作成要領」をもとに作成すること。 

④ 収支計画書（任意様式）※別紙１「提案書及び収支計画書作成要領」をもとに作成すること。 

⑤ 応募する法人等に関する書類 

・法人等の概要（様式第３号） 

・定款、寄付行為、規約またはこれらに類する書類 

・法人の登記簿謄本又は登記事項証明書（法人の場合） 

・事業報告書及び財務諸表［貸借対照表、損益計算書、販売費・一般管理費明細書、株主資本等変動計

算書又はこれらに類するもの］（いずれも直近３事業年度分） 

・法人税確定申告書類一式 確定申告書別表１－１６、決算書、勘定科目明細、減価償却費明細、法人事

業概況説明書（いずれも直近３事業年度分） 

・法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書（未納がないことを証するもの） 

・主たる事業所を有する所在地に係る都道府県税及び市町村民税の納税証明書（未納がないことを証

するもの） 

⑥ 誓約書（様式第４号） 

⑦ 役員等名簿及び照会承諾書（様式第５号） 

⑧ グループ協定書（グループ応募の場合のみ必要。様式第６号） 

⑨ 再委託調書（様式第１０号） 

 

（７） 応募書類の受付 

① 受付期間  

ア （６）応募書類の内、⑤応募する法人等に関する書類の受付期間 

令和７年１月１５日(水)～令和７年 2月 4日(火)  

イ （６）応募書類の内、上記ア以外の書類の受付期間 

令和７年１月１５日（水）～令和 7年 2月 10日（月） 

※上記ア、イの受付時間は平日午前８時３０分～午後５時 

https://www.city.ikoma.lg.jp/0000036761.html
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② 提出先 生駒市役所 商工観光課（２階２６番窓口） 

③ 提出方法 応募書類を上記の提出場所に直接持参又は郵送（受付最終日午後５時必着）で提出し

てください。これ以外の方法による提出はできません。 

 

（８） 応募に関する留意事項 

① 接触の禁止 

指定管理者候補者選定に係るプロポーザル審査委員会委員に対して、本件提案についての接触

を禁じます。接触の事実が認められた場合は、失格となることがあります。 

② グループの構成団体の変更 

グループで応募する場合、審査の公平性及び業務遂行上支障がないと市が判断した場合を除き、

代表企業・団体及び構成団体の変更は認めません。 

③ 応募の辞退 

応募書類の提出後に辞退する場合は、応募辞退届（様式第 9号）を提出してください。 

提出先：生駒市役所 商工観光課（２階２６番窓口） 

④ 提案内容変更の禁止 

いったん提出された書類の内容を変更することはできません。 

⑤ 虚偽の記載をした場合の無効 

応募書類に虚偽の記載があった場合、その応募は無効とします。 

⑥ 応募書類の取扱い 

・市に提出された応募書類は、理由の如何を問わず返却しません。 

・市は、指定管理者の選定の公表等必要な場合は、応募書類の内容を無償で使用できるものとし

ます。 

・応募書類は、生駒市情報公開条例第 2条第 2号に定める行政文書に該当します。 

⑦ 費用負担 

応募に関して必要となる費用は、全て応募者の負担とします。 

⑧ その他 

・市が提供する資料を応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じます。 

・市が必要と認めるときは、追加資料の提出を求める場合があります。 

 

１0 選定に関する事項 

(1)応募書類、応募資格等の確認 

提出された応募書類は、市において確認を行い、提出内容について確認、照会等を行う場合があり

ます。 

所定の応募資格を満たしていない場合は、選定の対象外となります。 

 

(2)審査委員会による選考 

指定管理者の選定に当たっては、「指定管理者候補者選定に係る生駒市プロポーザル審査委員会」

において、提出された事業計画等を総合的に評価し、その選考を経て指定管理者の候補者を決定しま

す。 

［審査委員会の構成］ 委 員 ：外部委員 1名、市職員 3名 
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① 第１次審査 

・提出された応募書類により書面審査を行い、高い評価を得た提案者５者を選考します。 

・プロポーザルの提案者が５者以下の場合は、第１次審査を省略し、第２次審査において提出書類

審査及びヒアリング等による審査を実施できるものとします。 

・第１次審査の結果は、応募者全員に通知します。なお、結果の問い合わせには応じられません。 

② 第２次審査 

・第１次審査通過者を対象に、提出された応募書類の内容等について説明いただくほか、選定委

員の質問に回答していただきます。第２次審査の評価により、指定管理者の候補者等を選定しま

す。 

・第２次審査の結果は、対象者全員に通知します。 

 

(3) 審査基準 

別紙２「生駒市テレワーク＆インキュベーションセンター指定管理者候補者選定基準」に掲げる評価

項目ごとに、１次審査では応募書類をもとに、２次審査ではプレゼンテーションをもとに評価を行いま

す。第２次審査における評価が最も高い応募者を指定管理者の候補者に、次順位の応募者を次点候補

者として選定します。 

ただし、評価が上位である場合であっても、個別の評価項目において著しく低い評価となった場合

は、候補者として選定しないことがあります。また、一定の評価に達した団体がない場合は、適格者な

しとする場合があります。 

なお、指定管理者の候補者の選定については、指定管理者としての正式な指定を前提とした業務内

容等の交渉の第一優先交渉権を付与するものであり、市議会への指定管理者の指定議案提案までの

一定期間内に合意に至らなかった場合は、次点候補者に交渉権が移行するものとします。 

 

11 協定（仮協定）の締結 

生駒市と指定管理者は、包括的な事項を定めた基本協定及び年度ごとの実施事項等を定めた年度

協定を締結するものとしますが、基本協定については、指定管理者の指定に係る議案の上程までに仮

協定として締結し、議決後に基本協定として効力を持つものとします。 

 

12 指定管理者の指定手続き等 

指定管理者の候補者に選定された団体は、指定管理者として指定する議案を生駒市議会（令和７年

３月議会を予定）に提案し、可決された後に正式に指定管理者として指定します。指定に当たっては、

指定団体へ文書で通知するとともに、その旨を告示します。 

なお、指定管理者の指定議案について、市議会の可決が得られなかった場合は、指定管理者に指定で

きませんが、それまでに候補者が本件に支出した費用、提供したノウハウについて市は補償しません。 

 選定結果（候補者及び次点候補者の名称を含む。）については、市のホームページ等において公表し

ます。 
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13 募集、選定等のスケジュール 

募集要項等の配布 令和７年１月１５日(水)～令和７年２月１０日(月) 

現地説明会 
令和７年１月２１日(火) 

［参加申込期限：令和７年１月 17日(金)］ 

募集要項等に関する質問の受付 令和７年１月１５日(水)～１月２３日(木) 

募集要項等に関する質問の回答 令和７年１月２９日(水) 

法人等書類の提出 令和７年１月１５日(水)～２月４日(火) 

提案書類の提出 令和７年１月１５日(水)～２月１０日(月) 

審査委員会による１次選考 令和７年２月１８日(予定) 

１次選考の結果通知 令和７年２月１８日（予定） 

審査委員会による２次選考 令和７年２月１９日（予定） 

選定結果の通知 令和７年２月下旬頃 

仮協定の締結 令和７年２月下旬頃 

指定管理者の指定議案の提案 令和７年３月定例市議会（予定） 

基本協定の締結 議決後、仮協定が基本協定に移行 

指定管理業務の開始 令和７年 4月 1日 

 

14 モニタリングの実施  

 市は、指定管理中に指定管理業務の実施状況を把握し、適正な管理運営を維持するため、モニタリン

グを実施します。詳細は、仕様書の９に掲げるとおりとします。 

 

(1) 業務の実施状況の確認 

市は、指定管理者による業務の実施状況を確認するため、定期又は随時に指定管理者に対して関係

書類の提出を求め、又は実施調査を行います。確認の結果、業務の水準に満たないと判断した場合、

市は指定管理者に対して必要な措置を講ずるよう指示します。市からの指示後も改善されない場合は、

指定管理料の減額、指定の取消し又は業務の停止命令がなされることもあります。 

 

(2) 利用者の意見及び満足度等の把握 

指定管理者は、施設利用者等の利便性の向上等の観点から、施設利用者に対して意見や満足度を

聴取し、その結果を市へ報告してください。 

 

(3) 自己評価の実施 

指定管理者は、業務の実施状況の確認結果や(2)の施設利用者の意見、満足度等の結果を踏まえ、

管理運営業務の自己評価を行い、市へ提出してください。なお、項目及び実施時期等については、市

との協議の上、決定するものとします。 

 

(4) 市による評価の実施、公表 

市は、(1)、(2)及び(3)を踏まえ、指定管理者の管理運営業務について、評価するとともに、その結

果を市ホームページ等で公表します。 
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15 市と指定管理者とのリスク分担 

 市と指定管理者のリスク分担は、次の表のとおりとします。 

 ただし、表に定める事項で疑義がある場合又は表に定めのないリスクが生じた場合は、市と指定管

理者が協議の上、リスク分担を決定するものとします。 

種 類 内 容 
負担者 

市 指定管理者 

物価変動 

一定範囲内の物価変動に伴う人件費、物品費、光熱水費等の

経費の増 
 ○ 

一定範囲を超える物価変動に伴う人件費、物品費、光熱水費等

の経費の増 
協 議 

資金調達 
運営上必要な初期投資、運営資金の確保  ○ 

金利変動に伴う資金調達経費等の増  ○ 

法令の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

税制上の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○  

上記以外の税制変更  ○ 

  

不可抗力 

 

豪雨、洪水、地震、落盤、火災、感染症等で双方の責めに帰すこ

とのできない自然的又は人為的な現象による事業の履行不

能、変更、一部中止、休止及び経費の増加等 

協 議 

需要の変動 当初の需要見込みと異なる状況  ○ 

運営リスク 
施設及び機器の不備、施設管理上の瑕疵又は火災等の事故に

よる臨時休業に伴うリスク 
 ○ 

書類の誤り 

仕様書等、市が提示した書類の誤りによるもの ○  

事業計画書、収支計画書等、指定管理者が提示した内容の誤り

によるもの 

 
○ 

備品の損傷 

既存備品が経年劣化によ

り損傷した場合 

指定管理業務に係るもの ○  

自主事業に係るもの  ○ 

既存備品が指定管理者の管理瑕疵により損傷した場合  ○ 

指定管理者が新規に購入した備品の損傷  ○ 

利用者及び第三

者への賠償 

指定管理者の責めに帰すべき事由により損害を与えた場合  ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 ○  

地域住民及び施

設利用者等の苦

情対応 

施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者からの

苦情、訴訟、要望等への対応 
 〇 

上記以外の場合 ○  

政治・行政的理

由による事業変

政治・行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生

じた場合、又は業務内容の変更を余議なくされた場合の経費
〇 
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更 及びその後の維持管理経費において当該理由により経費が増

大する場合 

セキュリティ 警備不備による情報漏えい、犯罪発生の場合  ○ 

引継・事業終了

時の経費 

施設運営の引継（指定期間前の準備及び次期管理者への引継）

及び指定期間が満了した場合又は期間中途において業務を廃

止した場合における撤収費用 

 

○ 

施設・設備の損

傷等による修繕 

経年劣化によるもの又は第三者の行為により生じたもので相

手方が特定できないもの 
協議 

指定管理者が施設の利用促進のために自主的に行う修繕等  ○ 

※  上表に定める事項に疑義がある場合又は上表に定めのないリスクが生じた場合は、双方協議の

上、負担区分を決定するものとする。 

 

16 その他 

(1) 管理業務の継続が困難となった場合の措置等 

①指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合、市は、指定管理者の指定

を取り消す等の措置を行うものとします。この場合、指定管理者は、協定に定める違約金を市に支払

うほか、市に生じた損害を賠償するものとします。また、指定管理者は、市又は次期管理者が円滑かつ

支障なく管理運営業務を遂行できるように引継ぎを行うものとします。 

②市及び指定管理者の責めに帰すことのできない事由による場合 

自然災害その他の不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰すことのできない事由により業

務の継続が困難となった場合、事業継続の可否について協議を行うものとします。 

なお、一定期間内に協議が整わない場合は、市は指定管理者との協定を解除できるものとします。ま

た、指定管理者は、市又は次期管理者が円滑かつ支障なく管理運営業務を遂行できるように引継ぎを

行うものとします。 

③ 公共施設の適正配置（ファシリティマネジメント）による施設の統廃合について 

市は、公共施設の適正配置（ファシリティマネジメント）による施設の統廃合の目途が立ったと市が

判断したときは、対象となる施設の指定の取消し又は指定期間の変更等の措置を行うことがあります。

この場合、市はあらかじめ指定管理者に通知するとともに、指定管理者は市と協議の上、概ね６カ月

の期間をもって施設管理を必ず終了するものとします。なお、指定期間の終了が当該年度途中となっ

た場合は、年度協定書の変更協定を締結し、指定管理料の月割り清算を行うものとします。 

なお、公共施設の適正配置に伴い管理施設が廃止等になった場合でも、市に対して損害賠償請求等

は行わないものとします。 

 

(2) 協定が締結できない場合の措置等 

指定管理者の候補者が、協定締結までに次に掲げる事項に該当すると認められた場合は、市は協定を

締結しないことがあります。なお、この場合において、協定締結までに要した費用は、すべて指定管理

者の候補者の負担とします。 

①正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。 
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②財務状況の悪化等により、本事業の業務の履行が確実でないと認められるとき。 

③著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。 

 

17 担当部署 

〒630-0288 生駒市東新町 8番 38号 

生駒市役所 地域活力創生部 商工観光課 産業振興係 

電話 0743－74－1111（内線２２６１）  FAX 0743－74－9100 

E－mail ikokei@city.ikoma.lg.jp 

 

mailto:ikokei@city.ikoma.lg.jp
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提案書及び収支計画書作成要領 

 

 本募集要項７ページ、９ 応募に関する事項 （６）応募書類に掲げる ③提案書及び④収支計画書は

以下のとおり作成してください。 

 

【提案書】 

 ・任意様式としますが、A4サイズ横向きで作成してください。（Ａ３用紙の折込は不可） 

 ・提案書には事業者名は記入しないでください。 

 ・片面印刷 15ページ以内で作成してください。 

 ・言語は日本語、数字はアラビア数字、通貨は日本円を使用して作成してください。 

図又はイラストについては、必要に応じて使用可とします。 

 ・カラーでの作成は認めます。 

 ・第２次審査の際、応募書類の内容の説明に使用するため、事業計画書（様式第２号）に記載される内

容を踏まえ、作成してください。 

 

【収支計画書】 

・任意様式とします。 

・本要項 3ページ、８(４)及び(５)を踏まえて作成してください。 

・令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までの５年間分作成してください。 

・各月・各年度単位で TI谷田町及び TI元町に分けて記載してください。 

・収入には施設の各利用区分（オープンスペース、パーソナルブース、セミナールーム、オフィスルーム

及びチャレンジスペース）ごとの利用料金の設定予定額を記載してください。 

・想定される利用料金の収入額を記載してください。 

・市からの指定管理料の金額を記載してください。 

・別途提出いただく様式第 2号 事業計画書の評価項目１～６との整合性に留意して作成してくださ

い。（とりわけ評価項目６①との整合性に留意してください。） 

 

別紙１ 
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生駒市テレワーク＆インキュベーションセンター指定管理者候補者選定基準 

（第１次・第２次評価項目及び採点表） 

評 価 項 目 配点 項目小計 

１ 基本方針について（総合評価）     

 ①施設運営に関する基本方針 20点 20点 

２ 運営業務について     

 ①テレワーク＆インキュベーションセンター谷田町４階オフィスルームの入

居者確保方策 
20点 

150点 

 ②テレワーク＆インキュベーションセンター谷田町３階の利用者を増加さ

せる方策 
20点 

 ③テレワーク＆インキュベーションセンター元町の利用者を増加させる方

策 
30点 

 ④テレワーク＆インキュベーションセンター元町を地域活性化の交流拠点

とする方策 
30点 

 ⑤施設利用者の満足度を高める方策 10点 

 ⑥組織・人員配置体制の妥当性 10点 

 ⑦施設配置人員の業務適性及び専門性 10点 

 ⑧収支計画の事業計画との整合性及び実現可能性 20点 

３ 管理業務について 

 ①維持管理や安全・危機管理等全般にわたる基本方針 10点 10点 

４ 自主事業の取り組みについて     

 ①施設の効用を高める事業の提案 20点 
40点 

 ②市が実施する創業支援策を中心とした関連施策との連携に関する提案 20点 

５ 法人等の安定性について     

 ①財政状況 10点 

30点  ②経営状況 10点 

 ③資金繰りの状況 10点 

６ 指定管理料について   

 ①指定管理料の縮減について 2０点 

40点  ②管理運営に要する経費を上回る収入があった場合の市と指定管理者と

の配分について 
2０点 

７ 類似施設等の管理運営について 

 ①類似施設等の管理運営実績 10点 １０点 

合 計（300点満点） 300点 
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